
ちば興銀電子契約サービス操作マニュアル

（法人・個人事業主のお客さま）



メッセージの受領

お客さま宛に契約手続きに係る
URLをお送りいたします

お申込みの手順

１．「電子契約サービス」お申込み手順

お客さま登録

申込書に記載された情報
を登録いたします

（１）ご利用までの流れ

申込書の提出

「電子契約サービス利用申込書」
をご記入いただき、当行担当者に
ご提出ください

契約手続き

メッセージを受信しましたらURL
をクリックし、画面の指示に従い
契約手続きを進めて
ください

マイページ登録

契約書の控えがマイ
ページからダウンロード
できます

（２）電子契約サービス利用申込書（イメージ） （３）お申込書とお客さまの署名について

（４）必要な書類

A.借主

B.契約者

・印鑑証明書どおりに記載していただきます
（こちらの名義で電子署名されます）

・電子契約システムで「署名」手続きを行う方を記載していただきます

・契約者さまの手続きにより借主名義の契約が成立します

※１「融資取引印鑑届」を提出済のお客さまは不要です

お客さま お客さま当行

印鑑証明書（３ヶ月以内の原本）※１

履歴事項全部証明書（３ヶ月以内の原本）※１

顔写真付身分証明書（契約者さま分）

A.借主

B.契約者
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・お手続きにあたり、下記書類をご準備ください。



お取引の流れと署名までのイメージ（パソコンの場合）

２－１．「電子契約サービス」操作イメージ 2

１．当行にて契約書作成が完了しましたら、電子メールもしくはSMS（電子契約サービス利用申込書にご記入いただいた

連絡先）にて、お客さま宛に下記の通りメッセージをお送り致します。

記載のURLをクリックし、画面を展開してください。（ご契約はメール受信後７日以内にお願い致します）

※「info_bankecs@seiko-cybertime.jp」よりメールが届きますので、受信できるように設定をお願い致します。

「千葉興業銀行」名義ではメールが送信されないのでご注意ください。

２．赤枠の箇所に電子契約サービス利用申込書にご記入いただいたご契約者様の生年月日を入力し、「開始」をクリックします。

千葉 興太郎 様
「千葉興業銀行」名義でメッセージは届きませんので、
迷惑メールフォルダ等に振り分けられないようご注意ください。



お取引の流れと署名までのイメージ

２－２．「電子契約サービス」操作イメージ 3

３．「ご契約者」「メールアドレス（もしくは携帯電話番号）」を確認し「本人確認」欄にチェックを入れます。

その後、「アカウント発行」ボタンをクリックしてください。

申込書記載のメールアドレス
もしくは携帯電話番号

４．画面にポップアップが表示されるので「メールアドレス（もしくは携帯電話番号）」を確認し、「送信」ボタンをクリックします。

クリック後、再度ポップアップが表示されるので「了解」をクリックしてください。

申込書記載のメールアドレスもしくは携帯電話番号



お取引の流れと署名までのイメージ

２－３．「電子契約サービス」操作イメージ 4

５．下図の通りアカウントが「発行済」になっていること、また電子メールで「アカウント」と「パスワード」が届いていることを確認して

ください。メッセージが届きましたら「契約内容の確認へ」をクリックします。

申込書記載のメールアドレス
もしくは携帯電話番号

千葉 興太郎 様

アカウントとパスワードが発行される

項番１と同じく「千葉興業銀行」名義でメッセージは届きませんので、
迷惑メールフォルダ等に振り分けられないようご注意ください。



お取引の流れと署名までのイメージ

２－４．「電子契約サービス」操作イメージ 5

６．契約書のイメージデータが表示されるので、申込内容と相違していないか確認してください。

また「契約書選択」欄に表示される契約書を全て確認し、チェックを入れてください。

※契約書は最後のページまでスクロールしてご確認いただきますようお願い致します。

全て確認できたら「契約手続きへ」をクリックします。

契約書データは最後のページまで
スクロールしてご確認ください。



お取引の流れと署名までのイメージ

２－５．「電子契約サービス」操作イメージ 6

７．項番５で届いたメッセージ「電子契約システム 署名証明書発行のお知らせ」記載のアカウントとパスワードを入力します。

入力後、「契約内容の説明を受け、内容について理解しましたので、電子署名により契約を行います」にチェックを入れ、

「署名」ボタンをクリックします。

※「署名」ボタンをクリックすると契約が成立します。

「署名」をクリック＝契約が成立します。

※アカウント発行時のように、確認画面は
表示されないため、十分にご確認の上
署名してください。



お取引の流れと署名までのイメージ

２－６．「電子契約サービス」操作イメージ 7

８．以下の画面が表示されたら契約手続きは完了です。

次ページより「マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ」をご紹介します。



マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ

２－７．「電子契約サービス」操作イメージ 8

９．署名（契約）完了後、下図の通りメッセージが届きます。

電子契約した全ての契約書控えの閲覧・ダウンロードができるようになりますので、URLをクリックしてマイページの登録を

していただきますようお願い申し上げます。

※署名（契約）完了後、上記メッセージと同時に下記メッセージも届きます。

こちらからは今回契約した契約書のみ、閲覧・ダウンロードが可能です。

URLクリック後、パスワード（利用申込書記載のご契約者様の生年月日）を入力することで閲覧できます。

千葉 興太郎 様

千葉 興太郎 様

URLをクリックして画面展開。
「パスワード」欄に生年月日を入力し、
「パスワードチェック」をクリックします。



マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ

２－８．「電子契約サービス」操作イメージ 9

１０．「アカウント」欄の名前がご自身の名前であることを確認し、パスワード（初めてログインする場合は生年月日）を入力して

ください。入力後、ログインをクリックしてください。（パスワードを忘れてログインできない等あれば当行担当者までご連絡くだ

さい。

１１．(初回ログインのみ)「メールアドレス」を入力しますが、こちらで入力するメールアドレスは、利用申込書に記載していただいた

メールアドレス以外でも構いません。入力後、「送信実行」をクリックしてください。

こちらの画面は初回ログイン時のみ表示されます。
メールアドレスの入力相違にはお気をつけてください。

２回目以降、こちらのURLからマイページへログイン
できます。「ブックマーク」への登録をお願い致します。



マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ

２－９．「電子契約サービス」操作イメージ 10

１２．「送信実行」をクリック後、確認コード入力欄が表示されますので、受信したメール（下図参照）記載の確認コード４桁を

入力後、「OK」をクリックしてください。

項番11にて入力したメールアドレスが表示されます

千葉 興太郎 様



マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ

２－１０．「電子契約サービス」操作イメージ 11

１３．次回以降、ログインするために必要なパスワードを入力します。

パスワードは８文字以上で設定してください。入力後、「登録」をクリックします。

項番11にて入力したメールアドレスが表示されます

１４．今まで電子契約した契約書が一覧で表示されますので、適宜ご活用ください。

こちらの画面では以下の操作が可能です。
①今まで電子契約した契約書の閲覧・ダウンロード
②ログイン時のメールアドレスの変更
③ログイン時のパスワードの変更
必要に応じて適宜ご活用ください。

①

② ③



マイページの登録と契約書控え閲覧までのイメージ

２－１１．「電子契約サービス」操作イメージ 12

１５．２回目以降のログイン画面では「アカウント」欄に項番１１で登録したメールアドレスを、「パスワード」欄には項番１３で

登録したパスワード（８文字以上）を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

１６．２回目以降はそのままマイページ画面が展開されます。以上でお手続きは完了です。



ご利用時間・手数料・利用環境・注意事項

３．「電子契約サービス」ご利用にあたって

＜ご利用時間＞
● 原則、２４時間３６５日利用可能
※臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
※本サービスの利用は日本国内でのみ利用可能です。

＜手数料＞
● 新規お借入れ１契約につき、５,５００円（税込）
※利用にあたり、初期費用・月額利用料はかかりません。

＜推奨する利用環境＞

● 解像度 ● PDFリーダー
1366 × 768 Adobe Acrobat Reader DC

● PC(OS/Webブラウザ) ● タブレット/スマートフォン(OS/Webブラウザ)

Windows10 / Firefox 81,Chrome 86,Edge 86 Android 6.0以降 / Chrome 86,Edge 86
MacOS 10 / Firefox 81,Safari 14,Edge 86 iOS 11.4.1以降 / Safari14

＜注意事項＞
● 本サービスの申し込みにより融資契約または融資予約が成立するものではありません。
お借入にあたっては所定の審査があります。

● 何らかの事情で、書面によるご契約へ変更となった場合、金銭消費貸借契約証書等の課税文書に貼付する印紙
代はお客さまにご負担していただきますので、ご了承願います。なお、その場合は電子契約手数料のご負担は不要
です。
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